
第 645 回兵庫地方最低賃金審議会 

 

日時：令和３年６月 30 日(水) 10:00～ 

場所：神戸地方合同庁舎１階 第４共用会議室 

         （神戸市中央区海岸通 29） 

 

次   第 

 

１ 開 会 

２ 議 題 

（１） 兵庫地方最低賃金審議会の会長選出等について 

（２） 兵庫地方最低賃金審議会運営規定の改正について 

（３） 兵庫県最低賃金の改正諮問について 

（４） 兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取り扱いについて 

（５） 兵庫県最低賃金の発効日等について 

（６） 小委員会（令和３年３月 10 日開催）の報告について 

（７） 今年度の実地視察・意見聴取について 

（８） 今年度の小委員会の設置について 

（９） その他 

３ 閉 会 
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地域別最低賃金改正について
（説明資料）

兵庫労働基準局 賃金室
令和３年６月



最低賃金制度について

○ 最低賃金は、①労働者の生計費、②労働者の賃金の状況、③企業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされて
おり、①を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

※ 地域別最低賃金額の推移（全国加重平均・兵庫県最低賃金）

２．地域別最低賃金

○ 各都道府県ごとに、産業や職種を問わず決定。
○ 毎年、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地域の実情も踏まえ地方最低賃金審議会の
調査審議を経て改定。

１．制度趣旨

○ 最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならない
こととするもの。パートタイム労働者を含むすべての労働者とその使用者に適用される。

※ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試用期間中の者、認定職業訓練を受ける者等は労働局長の許可に基づき減額して適用することが可能。

３．地域別最低賃金の決定基準

（※１） 「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安を示さない」とした。
（※２） H20年度からH26年度の括弧内は、生活保護との乖離解消のための引上げ額を除いた金額。（H19年最低賃金法改正により、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮することとされた。）
（※３） 「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とした。

４．罰則

○ 最低賃金法 第四十条
第四条第一項※の規定に違反した者（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。）は、五十万円以下の罰金
に処する。※使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

改定年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

目安額（円）
示さず

0
示さず

3 3 14
15 7~9 15 6 7 14 16

18 24 25 26 27
示さず

※1 ※1 (12)※2 (示さず) ※1,2 (10)※2 (2)※2 (4)※2 (14)※2 (16)※2 ※３

全国加重平均額（円） 663 664 665 668 673 687 703 713 730 737 749 764 780 798 823 848 874 901 902

対前年度引上げ額 （円） 0 1 1 3 5 14 16 10 17 7 12 15 16 18 25 25 26 27 1

兵庫県最低賃金額（円） 675 675 676 679 683 697 712 721 734 739 749 761 776 794 819 844 871 899 900

対前年度引上げ額 （円） 0 0 1 3 4 14 15 9 13 5 10 12 15 18 25 25 27 28 1



改定額
決定・
公示

効力
発生

大臣から
諮問
大臣から
諮問

目安
答申

１０月１日

調査
審議

７月～８月

（※）各地域の労使は答申があった日から15日間
異議申出が可。異議申出があった場合に開催。

兵庫労働局長
から諮問

調査
審議

改定額
答申

（３０日間）

＜中央最低賃金審議会で議論の参考としている各種指標＞

名目ＧＤＰ、完全失業者数・完全失業率、有効求人倍率、
消費者物価指数、賃金・労働時間指数の推移、春闘結果、夏
期賞与・一時金妥結状況、未満率・影響率の推移、日銀短観に
よる業況判断、中小企業景況調査による業況判断、 法人企業
統計の労働生産性、最低賃金に関する実態調査結果、県民所
得、標準生計費など

中央最低賃金審議会

地方最低賃金審議会

異議申出に係る
調査審議（※）

※中央最低賃金審議会は、全都道府県をＡ・Ｂ・Ｃ・
Ｄの４つのランクに分けて、改定額の「目安」を提示。
地方最低賃金審議会では、この目安を参考に、地
域の実情を踏まえて、改定額の詰めの審議が行わ
れる。

地域別最低賃金額の改正決定の手順

令和３年
６月２２日（火）

・６月２２日（火） 第１回目安小委
・７月 １日（木） 第２回目安小委
・７月 〇日 第３回目安小委
・７月 〇日 第４回目安小委

７月〇日
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目安制度

令和２年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用・労働者
の生活への影響、中小企業・小規模事業者が置かれている厳しい状況、今後の感染症の動向の不透明さ、こう
した中でも雇用の維持が最優先であること等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を
維持することが適当との結論を下すに至った。
目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審議に際し、上記見

解を十分に参酌し、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切な
審議が行われることを希望する。

令和２年７月22日 令和２年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）（抄）

昭和53年から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、47都道府県を
４つのランクに分け、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示
することとした。
目安は、地方最低賃金審議会の審議の「参考」として示すものであって、これを拘束するものでは
ないこととされている。

目安制度とは何か

令和２年７月21日 令和２年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解（抄）

１ 令和２年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。
２ 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解（※下記参照）及び中央
最低賃金審議会目安に関する小委員会報告を地方最低賃金審議会に提示するものとする。

３ 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙１の２
に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである。
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地方最低賃金審議会での流れ（参考）

第１回 地方最低賃金審議会（６月末～７月初）

・労働局長による改正諮問
・審議会令第６条第５項の議決（※）の有無

（※専門部会での議決が全会一致で行われた場合に、
同議決をもって、本審の決議とみなすという議決。）

第２、３回 地方最低賃金審議会（７月中）

・中央最低賃金審議会での目安伝達
・労使の主張、意見聴取

第１回 専門部会（7月中旬）

・部会長・同代理の選出
・事務局からの関連資料の説明

第２回～第４回 専門部会（７月下旬～８月上旬）

・金額審議
・部会報告の決定

第４回 地方最低賃金審議会 （８月上旬）

・部会報告についての審議
・答申文の決定

答申文の公示（15日間）
答申文に意見のある者は、異議申し立てを
行うことができる。

第５回 地方最低賃金審議会（８月下旬）

・異議内容についての審議
・答申文の決定

労働局長への答申

労働局長による改正決定

発効（効力発生）

官報公示（30日間以上）



ランク 都道府県 令和２年度 （令和元年度）

Ａ 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 ー 28円

Ｂ 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 ー 27円

Ｃ
北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山

口、徳島、香川、福岡
ー 26円

Ｄ
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
ー 26円

○ 令和２年７月22日、中央最低賃金審議会から厚生労働大臣に対し、今年度の地域別最低賃金額改定の目安に
ついて答申が行われ、「引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とし、「地
方最低賃金審議会において、上記見解を十分に参酌しつつ、地域の経済・雇用の実態を見極め、地域間格差の縮
小を求める意見も勘案し、適切な審議が行われることを希望する」とされた。

＜ランク別の目安額＞

※ この答申を参考にして、地方最低賃金審議会で調査審議を行い、都道府県労働局長が、地域別最低賃金を決定。

令和２年度 地域別最低賃金額改定の目安について

＜参考＞最低賃金の最高額と最低額の比率の推移

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

最高額と最低額の比率 76.4% 76.2% 76.4% 76.6% 76.9% 77.3% 78.0% 78.2％

最高額－最低額 205円 211円 214円 218円 221円 224円 223円 221円
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令和２年度 地域別最低賃金額一覧

都道府県名
引上げ額
【円】

発効年月日 都道府県名
引上げ額
【円】

発効年月日

北 海 道 861 （ 861 ） - 令和元年10月3日 滋 賀 868 （ 866 ） 2 令和 2年 10月 1日
青 森 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日 京 都 909 （ 909 ） - 令和元年10月1日
岩 手 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日 大 阪 964 （ 964 ） - 令和元年10月1日
宮 城 825 （ 824 ） 1 令和 2年 10月 1日 兵 庫 900 （ 899 ） 1 令和 2年 10月 1日
秋 田 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 1日 奈 良 838 （ 837 ） 1 令和 2年 10月 1日
山 形 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日 和 歌 山 831 （ 830 ） 1 令和 2年 10月 1日
福 島 800 （ 798 ） 2 令和 2年 10月 2日 鳥 取 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 2日
茨 城 851 （ 849 ） 2 令和 2年 10月 1日 島 根 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 1日
栃 木 854 （ 853 ） 1 令和 2年 10月 1日 岡 山 834 （ 833 ） 1 令和 2年 10月 3日
群 馬 837 （ 835 ） 2 令和 2年 10月 3日 広 島 871 （ 871 ） - 令和元年10月1日
埼 玉 928 （ 926 ） 2 令和 2年 10月 1日 山 口 829 （ 829 ） - 令和元年10月5日
千 葉 925 （ 923 ） 2 令和 2年 10月 1日 徳 島 796 （ 793 ） 3 令和 2年 10月 4日
東 京 1013 （ 1013 ） - 令和元年10月1日 香 川 820 （ 818 ） 2 令和 2年 10月 1日
神 奈 川 1012 （ 1011 ） 1 令和 2年 10月 1日 愛 媛 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日
新 潟 831 （ 830 ） 1 令和 2年 10月 1日 高 知 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 3日
富 山 849 （ 848 ） 1 令和 2年 10月 1日 福 岡 842 （ 841 ） 1 令和 2年 10月 1日
石 川 833 （ 832 ） 1 令和 2年 10月 7日 佐 賀 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 2日
福 井 830 （ 829 ） 1 令和 2年 10月 2日 長 崎 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日
山 梨 838 （ 837 ） 1 令和 2年 10月 9日 熊 本 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 1日
長 野 849 （ 848 ） 1 令和 2年 10月 1日 大 分 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 1日
岐 阜 852 （ 851 ） 1 令和 2年 10月 1日 宮 崎 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日
静 岡 885 （ 885 ） - 令和元年10月4日 鹿 児 島 793 （ 790 ） 3 令和 2年 10月 3日
愛 知 927 （ 926 ） 1 令和 2年 10月 1日 沖 縄 792 （ 790 ） 2 令和 2年 10月 3日
三 重 874 （ 873 ） 1 令和 2年 10月 1日
※　括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金額

1

最低賃金時間額
【円】（※）

最低賃金時間額
【円】（※)

全国
加重平均額
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１ 専門部会の設置及び廃止 （最低賃金法（以下法という）第25条）
1 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くこと
ができる。

2 最低賃金審議会は、第15条第2項による最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専
門部会を置かなければならない。

※法第15条第2項により決定（又は改正）する最低賃金の場合は、必ず専門部会を設置しなければならない。
２ 専門部会の組織等（法第25条第3項）
専門部会は政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員

各同数をもって組織する。

令第6条第1項
法第25条第1項又は第2項の規定により審議会に置かれる専門部会の委員の数は、9人以内とする。
※専門部会は、労働者代表委員3人、使用者代表委員3人、公益代表委員3人、計9人で構成される。

法第25条第4項
第23条第1項及び第4項並びに前条の規定は、専門部会に準用する。（部会長、部会長代理を委員が選挙し、部会長（部会
長に事故があるときは部会長代理）が会務を総理する。）

３ 専門部会の決議（令第6条第5項）
審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

※専門部会で決議を行った場合は、その結果を最低賃金審議会（以下「本審」という）に報告することになり、本審では、その

報告を受けて改めて審議を行うことになる。しかし、あらかじめ本審において、「専門部会の決議をもって審議会の決議とす

る」旨議決しておくことによって、専門部会の決議を本審の決議とすることができる。

兵庫では、従来、本審において、「専門部会において全会一致の決議がなされた場合には、審議会令第６条第5項を適用す
ること」を議決している。

最低賃金審議会専門部会の決議等について
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（改正案）  

兵庫地方最低賃金審議会運営規程 

（規程の目的） 
第１条  この規定規程は、兵庫地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事に関し、

最低賃金法（以下「最賃法」という。）及び最低賃金審議会令（以下「審議会令」という。）

に定めるもののほか、必要な事項について定めるものである。 

（会議の招集） 
第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、兵庫労働

局長（以下「局長」という。）又は、5 人以上の委員、若しくは労働者代表委員、使用者

代表委員及び公益代表委員各 1 人以上を含む 3 人以上の委員から開催の請求があったと

き、会長が招集する。 
 2 前項の規定により、局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の 1 週間前までに、会長に通知しなければならない。 
 3 会長は会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも 3 日

前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するものとする。     

（専門部会等） 
第３条  会長は、審議会の決議により、特定の事案について、事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、専門部会等を設けることができる。 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 
第４条  委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。次項

において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 
2 テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第 5 条第 2 項及び第

3 項に規定する会議への出席に含めるものとする。 
23 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に適当な

方法で、速報するものとする。 
 34 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に適当な方

法で通知するものとする。 

（会議） 
第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
 2 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けなければならない。 

（会議の公開） 
第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支

障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれ

がある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

がある場合には、会長は、あらかじめその会議を非公開とすることができる。 
 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとるこ 
  とができる。 

（議事録及び議事要旨） 
第７条  会議の議事については、議事録及び議事要旨を作成し、議事録には、会長及び会長の

指名した委員 2 人が署名するものとする。議事録については、会長及び会長の指名した



  

労働者代表委員並びに使用者代表委員の各 1 人の確認を得たうえで作成するものとする。 
 2 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれがある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 
 3 議事要旨は、原則として公開とする。 
  

（意見及び建議の提出） 
第８条  会長は、審議会において最低賃金法最賃法及び最低賃金審議会令審議会令に基づいて、

決議を行ったときは、答申書、建議書又は決議書それぞれ議事録の写を附して、その都

度、局長に送付するものとする。 

（専門部会等の規程） 
第９条  この規程に定めるもののほか、専門部会等の議事運営に関し必要な事項は、専門部会

等の長が当該専門部会等に諮って定める。ただし、小委員会の運営に関する規程は、審

議会において定める。 

（規程の改廃） 
第 10 条 この規程の改廃は、審議会の決議に基づいて行う。 
      附 則 
   この規程は昭和 34 年 7 月 25 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 8 年 4 月 1 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 10 年 4 月 1 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 13 年 4 月 25 日から適用する。 

 附 則 
   この規程は平成 20 年 8 月 8 日から適用する。 

 附 則 
   この規程は令和 3 年 6 月 30 日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

（改正案）  

兵庫地方最低賃金審議会運営規程 

（規程の目的） 
第１条  この規程は、兵庫地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事に関し、最低

賃金法（以下「最賃法」という。）及び最低賃金審議会令（以下「審議会令」という。）

に定めるもののほか、必要な事項について定めるものである。 

（会議の招集） 
第２条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、兵庫労働

局長（以下「局長」という。）又は、5 人以上の委員、若しくは労働者代表委員、使用者

代表委員及び公益代表委員各 1 人以上を含む 3 人以上の委員から開催の請求があったと

き、会長が招集する。 
 2 前項の規定により、局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の 1 週間前までに、会長に通知しなければならない。 
 3 会長は会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも 3 日

前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するものとする。     

（専門部会等） 
第３条  会長は、審議会の決議により、特定の事案について、事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、専門部会等を設けることができる。 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 
第４条  委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受

信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。次項

において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 
2 テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第 5 条第 2 項及び第

3 項に規定する会議への出席に含めるものとする。 
3 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を会長に適当な方

法で、速報するものとする。 
4 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に適当な方

法で通知するものとする。 

（会議） 
第５条  会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
 2 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けなければならない。 

（会議の公開） 
第６条  会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支

障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれ

がある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

がある場合には、会長は、あらかじめその会議を非公開とすることができる。 
 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとるこ 
  とができる。 

（議事録及び議事要旨） 
第７条  会議の議事については、議事録及び議事要旨を作成するものとし、議事録については、

会長及び会長の指名した労働者代表委員並びに使用者代表委員の各 1 人の確認を得たう



  

えで作成するものとする。 
 2 議事録及び会議の資料は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ

るおそれがある場合には、会長は、議事録の一部又は全部を非公開とすることができる。 
 3 議事要旨は、原則として公開とする。 
  

（意見及び建議の提出） 
第８条  会長は、審議会において最賃法及び審議会令に基づいて、決議を行ったときは、答申

書、建議書又は決議書それぞれ議事録の写を附して、その都度、局長に送付するものと

する。 

（専門部会等の規程） 
第９条  この規程に定めるもののほか、専門部会等の議事運営に関し必要な事項は、専門部会

等の長が当該専門部会等に諮って定める。ただし、小委員会の運営に関する規程は、審

議会において定める。 

（規程の改廃） 
第 10 条 この規程の改廃は、審議会の決議に基づいて行う。 
      附 則 
   この規程は昭和 34 年 7 月 25 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 8 年 4 月 1 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 10 年 4 月 1 日から適用する。 
      附 則 
   この規程は平成 13 年 4 月 25 日から適用する。 

 附 則 
   この規程は平成 20 年 8 月 8 日から適用する。 

 附 則 
   この規程は令和 3 年 6 月 30 日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

第２回 兵庫県最低賃金審議会小委員会報告書 

 

開催日時 令和３年３月 10 日 10 時 00 分～30 分 

出席状況 

公益を代表する委員 出席３人 定数３人 

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人 

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人 

主要議題 

（１） 特定（産業別）最低賃金改正申出の意向確認について 
（２） 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者

数について 
（３） 最低賃金の周知広報の状況について 
（４） 次年度の実地視察等について 
（５）その他 

議 事 内 容 

 

１ 2 月 26 日に、労側から次年度の特定最低賃金について、繊維工業と各種商品小売

業を除く７件の特定最低賃金についての金額改定について申し出を行う予定である

との意向表明があったことを報告した。 

 

２ 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者数及び最低賃金の

周知広報の状況について事務局から説明を行った。 

 

３ 事務局から、令和２年度の最低賃金の周知広報の状況について説明を行った。 

 

４ 令和３年度の実地視察について、地域別最賃対象事業場から２業種、そして特定最

賃適用業種の自動車小売業の計３業種を実地視察対象として計画をすることを説明

した。 

 

５ その他、次年度の特定最低賃金の審議の進め方については５月に開催予定の第１回

目の本審において、小委員会の設置等を検討の上、継続して協議することとされた。 

 

 

 

 

 



























































































ホーム > 2021年6月記者発表資料 > 神戸市の消費者物価指数　令和３年５月

ツイート LINEで送る 

神戸市の消費者物価指数　令和３年５月

2021年6月18日

担当部署名／企画県民部ビジョン局統計課生活統計班 　直通電話／078-362-4125(2373) 

令和3年5月神戸市消費者物価指数
■総合
・指数 102.0
・前年同月比 -0.7%
・前月比 0.4%

■生鮮食品を除く総合
・指数 102.1
・前年同月比 -0.6%
・前月比 0.3%

■生鮮食品及びエネルギーを除く総合
・指数 102.6
・前年同月比 -0.7%
・前月比 0.2%

1 概況
・神戸市消費者物価指数は、平成27年を100とした総合指数で102.0となり、前年同月比は0.7％の下落、前月比は0.4％の上昇となった。
・生鮮食品を除く総合指数は102.1となり、前年同月比は0.6％の下落、前月比は0.3％の上昇となった。（8ヶ月連続で前年同月比下落）
・生鮮食品及びエネルギーを除く指数は102.6となり、前年同月比は0.7％の下落、前月比は0.2％の上昇となった。 

2 前年同月との比較
　前年同月と比較すると、家事用消耗品などの上昇により「家具・家事用品」が1.5%、たばこなどの上昇により「諸雑費」が0.9%それぞれ上昇した。
一方、通信などの下落により「交通・通信」が2.8%、野菜・海藻などの下落により「食料」が0.7%、ガス代などの下落により「光熱・水道」が2.2%、設備修
繕・維持などの下落により「住居」が0.3%、教養娯楽サービスなどの下落により「教養娯楽」が0.3%、医薬品・健康保持用摂取品などの下落により「保健医療」
が0.4%、授業料等の下落により「教育」が0.2%、履物類などの下落により「被服及び履物」が0.1%それぞれ下落したため、総合指数では0.7％の下落となった。

・値上がりした主なもの
家事用消耗品＋3.4％(柔軟仕上剤、ポリ袋)
たばこ ＋9.6％(たばこ(国産品)、たばこ(輸入品))

・値下がりした主なもの
通信 △14.3％(通信料(携帯電話)、携帯電話機)
野菜・海藻△4.9%(キャベツ、しめじ）

3.前月との比較
　前月と比較すると、教養娯楽サービスなどの下落により「教養娯楽」が0.4％、授業料等などの下落により「教育」が0.2％、医薬品・健康保持用摂取品の下落に
より「保健医療」が0.1%下落した。
　一方、果物などの上昇により「食料」が0.5％、電気代などの上昇により「光熱・水道」が2.0％、家賃の上昇により「住居」が0.2％、家庭用耐久財などの上昇
により「家具・家事用品」が1.3％、交通などの上昇により「交通・通信」が0.3％、シャツ・セーター・下着類などの上昇により「被服及び履物」が0.5％、理美
容用品などの上昇により「諸雑費」が0.4％上昇した結果、総合指数では0.4％の上昇となった。

・値上がりした主なもの
果物　＋5.0％(りんご(ふじ)、いちご)
電気代＋2.7％(電気代)

・値下がりした主なもの
教養娯楽サービス △0.6％(宿泊料、外国パック旅行費)
授業料等 　 △0.3％(PTA会費(中学校))

（次回のご案内）
次回の公表(令和3年6月分)は、7月20日(火曜日)午前9時の予定です。

 ホームページ　http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html
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令和３年度 兵庫地方最低賃金審議会による実地視察及び意見聴取について（案）  

１ 実地視察 

（１）実地視察対象事業場の選定基準 

ア 地域別最低賃金の適用を受ける業種 

イ 基礎調査において最低賃金の引上げによる影響率が高い業種 

     ウ 有期雇用労働者（パート、アルバイト）の割合が高い事業場 

エ 中小企業の事業場（概ね１００人未満） 

 

（２）令和３年度実地視察事業場（案） 

     

 （３）実施時期 

    令和３年７月８日（木）～同月９日（金） 

 

２ 意見聴取 

（１）令和３年度意見聴取事業場（案） 

業       種 

塗料製造業 

輸送用機械器具製造業 

計量器等製造業 

  

（２）実施時期 

   令和３年７月 16日（金） 

 

最低賃

金の別 
業  種 事   業   種   類 地 域 

地
域
別 

洗濯、理容、 

美容業 

クリーニング業、リネンサプライ業、理容店、

美容室 等 

阪神 or 

播磨 

食料品等製造

業 

肉・乳製品、水産加工品、農業保存食料品、酒

類、調味料、麺類、飲料、パン・菓子製造 等 

県北・淡路

or 播磨 

小売業 
食料品、衣料品、家具・建具、文房具、書

籍、燃料、新聞販売 等 

阪神 or 

播磨 

特
定 

自動車小売 中古車販売業、カー用品販売業 

県北・淡路 

or 播磨 

全県下 































































































































































社数 年齢 勤続 基礎賃金 昇給総額 昨年実績 社数 基礎賃金 昇給総額 昨年実績 社数 基礎賃金 昇給総額 昨年実績

49人以下 1 40.7 13.7 278,604 4,260 4,340 1 278,604 4,260 4,340 0 0 0 0

50～99人 3 39.9 13.9 262,032 4,865 4,482 1 298,368 5,553 5,154 2 243,864 4,521 4,147

100～299人 13 42.1 15.4 262,780 4,085 4,197 9 267,076 4,107 4,433 4 253,116 4,035 3,666

300～499人 4 38.0 14.1 270,239 5,242 5,101 4 270,239 5,242 5,101 0 0 0 0

500～999人 2 43.3 14.8 281,112 4,754 2,703 2 281,112 4,754 2,703 0 0 0 0

1,000人以上 1 40.5 15.1 302,813 4,417 4,096 1 302,813 4,417 4,096 0 0 0 0

499人以下小計 21 41.0 14.8 264,848 4,425 4,417 15 270,774 4,516 4,653 6 250,032 4,197 3,826

500人以上小計 3 42.4 14.9 288,346 4,642 3,167 3 288,346 4,642 3,167 0 0 0 0

製造業合計 24 41.1 14.8 267,785 4,452 4,260 18 273,703 4,537 4,405 6 250,032 4,197 3,826

49人以下 3 46.7 12.0 276,054 4,642 5,826 3 276,054 4,642 5,826 0 0 0 0

50～99人 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100～299人 7 38.0 11.8 285,873 4,201 4,261 6 279,343 4,556 4,646 1 325,054 2,073 1,953

300～499人 2 39.8 15.2 247,665 4,790 3,701 2 247,665 4,790 3,701 0 0 0 0

500～999人 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,000人以上 2 46.5 15.4 305,317 4,177 3,400 2 305,317 4,177 3,400 0 0 0 0

499人以下小計 12 40.5 12.4 277,050 4,410 4,559 11 272,686 4,622 4,796 1 325,054 2,073 1,953

500人以上小計 2 46.5 15.4 305,317 4,177 3,400 2 305,317 4,177 3,400 0 0 0 0

非製造業合計 14 41.3 12.8 281,088 4,376 4,393 13 277,706 4,554 4,581 1 325,054 2,073 1,953

38 41.2 14.1 272,686 4,424 4,309 31 275,382 4,544 4,479 7 260,749 3,894 3,559

製
　
造
　
業

非
製
造
業

総　合　計

2021年度　春季賃上げ状況
2021/6/9

兵庫県経営者協会調査

県下従業員
全体 組合がある企業 組合がない企業

ﾃｰﾌﾞﾙ有 ﾍﾞｱ実施 実施率 基礎賃金 昇給総額 内ベア額 ベア率 昨年総額
製造業 20 0 0.0% 274,176 4,332 0 0.00% 4,277
非製造業 12 2 16.7% 282,009 4,553 1,153 0.43% 4,584
全体 32 2 6.3% 277,113 4,415 1,153 0.43% 4,392

☆賃金テーブル“有”と回答した企業の「ベア」実施状況

年度 社数 基礎賃金 昇給額 賃上率（%） 年度 社数 基礎賃金 昇給額 賃上率（%）
2012 56 273,519 4,697 1.72 2017 98 271,964 4,768 1.76
2013 73 268,848 4,481 1.68 2018 99 271,020 5,061 1.87
2014 113 268,761 4,838 1.82 2019 109 273,272 5,019 1.86
2015 85 273,549 4,677 1.70 2020 93 274,582 4,535 1.66

【過去の実績推移】

＊2013年度以前の結果は、労働組合がある企業のみを対象に調査

実施額 実施率
全体 38 272,686 4,424 1.65% 4,309 1.62%
製造業 24 267,785 4,452 1.68% 4,260 1.62%
非製造業 14 281,088 4,376 1.61% 4,393 1.61%
組合有 31 275,382 4,544 1.67% 4,479 1.67%
組合無 7 260,749 3,894 1.57% 3,559 1.40%

社数 基礎賃金 賃上額平均 賃上げ率
前年









































































































































































別添１

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

8月1日（日） 8月16日（月） 8月17日（火） 8月26日（木） 9月25日（土）

8月2日（月） 8月17日（火） 8月18日（水） 8月27日（金） 9月26日（日）

8月3日（火） 8月18日（水） 8月19日（木） 8月30日（月） 9月29日（水）

8月4日（水） 8月19日（木） 8月20日（金） 8月31日（火） 9月30日（木）

8月5日（木） 8月20日（金） 8月23日（月） 9月1日（水） 10月1日（金）

8月6日（金） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月7日（土） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月8日（日） 8月23日（月） 8月24日（火） 9月2日（木） 10月2日（土）

8月9日（月） 8月24日（火） 8月25日（水） 9月3日（金） 10月3日（日）

8月10日（火） 8月25日（水） 8月26日（木） 9月6日（月） 10月6日（水）

8月11日（水） 8月26日（木） 8月27日（金） 9月7日（火） 10月7日（木）

8月12日（木） 8月27日（金） 8月30日（月） 9月8日（水） 10月8日（金）

8月13日（金） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月14日（土） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月15日（日） 8月30日（月） 8月31日（火） 9月9日（木） 10月9日（土）

8月16日（月） 8月31日（火） 9月1日（水） 9月10日（金） 10月10日（日）

8月17日（火） 9月1日（水） 9月2日（木） 9月13日（月） 10月13日（水）

8月18日（水） 9月2日（木） 9月3日（金） 9月14日（火） 10月14日（木）

8月19日（木） 9月3日（金） 9月6日（月） 9月15日（水） 10月15日（金）

8月20日（金） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月21日（土） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月22日（日） 9月6日（月） 9月7日（火） 9月16日（木） 10月16日（土）

8月23日（月） 9月7日（火） 9月8日（水） 9月17日（金） 10月17日（日）

8月24日（火） 9月8日（水） 9月9日（木） 9月21日（火） 10月21日（木）

8月25日（水） 9月9日（木） 9月10日（金） 9月22日（水） 10月22日（金）

8月26日（木） 9月10日（金） 9月13日（月） 9月24日（金） 10月24日（日）

8月27日（金） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月28日（土） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月29日（日） 9月13日（月） 9月14日（火） 9月27日（月） 10月27日（水）

8月30日（月） 9月14日（火） 9月15日（水） 9月28日（火） 10月28日（木）

8月31日（火） 9月15日（水） 9月16日（木） 9月29日（水） 10月29日（金）

9月1日（水） 9月16日（木） 9月17日（金） 9月30日（木） 10月30日（土）

9月2日（木） 9月17日（金） 9月21日（火） 10月1日（金） 10月31日（日）

9月3日（金） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月4日（土） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月5日（日） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月6日（月） 9月21日（火） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月7日（火） 9月22日（水） 9月24日（金） 10月5日（火） 11月4日（木）

9月8日（水） 9月24日（金） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月9日（木） 9月24日（金） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月10日（金） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月11日（土） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月12日（日） 9月27日（月） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月13日（月） 9月28日（火） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(金)発効とするためには、8月5日（木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添１

15日 1営業日 7営業日 30日

→ → → →

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（地域別最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(金)発効とするためには、8月5日（木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効

9月14日（火） 9月29日（水） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月15日（水） 9月30日（木） 10月1日（金） 10月12日（火） 11月11日（木）

9月16日（木） 10月1日（金） 10月4日（月） 10月13日（水） 11月12日（金）

9月17日（金） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月18日（土） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月19日（日） 10月4日（月） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月20日（月） 10月5日（火） 10月6日（水） 10月15日（金） 11月14日（日）

9月21日（火） 10月6日（水） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月22日（水） 10月7日（木） 10月8日（金） 10月19日（火） 11月18日（木）

9月23日（木） 10月8日（金） 10月11日（月） 10月20日（水） 11月19日（金）

9月24日（金） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月25日（土） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月26日（日） 10月11日（月） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月27日（月） 10月12日（火） 10月13日（水） 10月22日（金） 11月21日（日）

9月28日（火） 10月13日（水） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月29日（水） 10月14日（木） 10月15日（金） 10月26日（火） 11月25日（木）

9月30日（木） 10月15日（金） 10月18日（月） 10月27日（水） 11月26日（金）

10月1日（金） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月2日（土） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月3日（日） 10月18日（月） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

10月4日（月） 10月19日（火） 10月20日（水） 10月29日（金） 11月28日（日）

10月5日（火） 10月20日（水） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月6日（水） 10月21日（木） 10月22日（金） 11月2日（火） 12月2日（木）

10月7日（木） 10月22日（金） 10月25日（月） 11月4日（木） 12月4日（土）

10月8日（金） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月9日（土） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月10日（日） 10月25日（月） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月11日（月） 10月26日（火） 10月27日（水） 11月8日（月） 12月8日（水）

10月12日（火） 10月27日（水） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月13日（水） 10月28日（木） 10月29日（金） 11月10日（水） 12月10日（金）

10月14日（木） 10月29日（金） 11月1日（月） 11月11日（木） 12月11日（土）

10月15日（金） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月16日（土） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月17日（日） 11月1日（月） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月18日（月） 11月2日（火） 11月4日（木） 11月15日（月） 12月15日（水）

10月19日（火） 11月4日（木） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月20日（水） 11月4日（木） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月21日（木） 11月5日（金） 11月8日（月） 11月17日（水） 12月17日（金）

10月22日（金） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月23日（土） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月24日（日） 11月8日（月） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月25日（月） 11月9日（火） 11月10日（水） 11月19日（金） 12月19日（日）

10月26日（火） 11月10日（水） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月27日（水） 11月11日（木） 11月12日（金） 11月24日（水） 12月24日（金）



別添２

15日 3営業日 7営業日 30日

→ → → →

9月1日（水） 9月16日（木） 9月22日（水） 10月4日（月） 11月3日（水）

9月2日（木） 9月17日（金） 9月24日（金） 10月5日（火） 11月4日（木）

9月3日（金） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月4日（土） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月5日（日） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月6日（月） 9月21日（火） 9月27日（月） 10月6日（水） 11月5日（金）

9月7日（火） 9月22日（水） 9月28日（火） 10月7日（木） 11月6日（土）

9月8日（水） 9月24日（金） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

9月9日（木） 9月24日（金） 9月29日（水） 10月8日（金） 11月7日（日）

9月10日（金） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月11日（土） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月12日（日） 9月27日（月） 9月30日（木） 10月11日（月） 11月10日（水）

9月13日（月） 9月28日（火） 10月1日（金） 10月12日（火） 11月11日（木）

9月14日（火） 9月29日（水） 10月4日（月） 10月13日（水） 11月12日（金）

9月15日（水） 9月30日（木） 10月5日（火） 10月14日（木） 11月13日（土）

9月16日（木） 10月1日（金） 10月6日（水） 10月15日（金） 11月14日（日）

9月17日（金） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月18日（土） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月19日（日） 10月4日（月） 10月7日（木） 10月18日（月） 11月17日（水）

9月20日（月） 10月5日（火） 10月8日（金） 10月19日（火） 11月18日（木）

9月21日（火） 10月6日（水） 10月11日（月） 10月20日（水） 11月19日（金）

9月22日（水） 10月7日（木） 10月12日（火） 10月21日（木） 11月20日（土）

9月23日（木） 10月8日（金） 10月13日（水） 10月22日（金） 11月21日（日）

9月24日（金） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月25日（土） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月26日（日） 10月11日（月） 10月14日（木） 10月25日（月） 11月24日（水）

9月27日（月） 10月12日（火） 10月15日（金） 10月26日（火） 11月25日（木）

9月28日（火） 10月13日（水） 10月18日（月） 10月27日（水） 11月26日（金）

9月29日（水） 10月14日（木） 10月19日（火） 10月28日（木） 11月27日（土）

9月30日（木） 10月15日（金） 10月20日（水） 10月29日（金） 11月28日（日）

10月1日（金） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月2日（土） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月3日（日） 10月18日（月） 10月21日（木） 11月1日（月） 12月1日（水）

10月4日（月） 10月19日（火） 10月22日（金） 11月2日（火） 12月2日（木）

10月5日（火） 10月20日（水） 10月25日（月） 11月4日（木） 12月4日（土）

10月6日（水） 10月21日（木） 10月26日（火） 11月5日（金） 12月5日（日）

10月7日（木） 10月22日（金） 10月27日（水） 11月8日（月） 12月8日（水）

10月8日（金） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月9日（土） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月10日（日） 10月25日（月） 10月28日（木） 11月9日（火） 12月9日（木）

10月11日（月） 10月26日（火） 10月29日（金） 11月10日（水） 12月10日（金）

10月12日（火） 10月27日（水） 11月1日（月） 11月11日（木） 12月11日（土）

10月13日（水） 10月28日（木） 11月2日（火） 11月12日（金） 12月12日（日）

10月14日（木） 10月29日（金） 11月4日（木） 11月15日（月） 12月15日（水）

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(水)発効とするためには、10月１日(金)までに答申要旨を公示し、指定日発効とする必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官総
持込

官報
公示

発効



別添２

令和３年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和３年2月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(水)発効とするためには、10月１日(金)までに答申要旨を公示し、指定日発効とする必要がある。

10月15日（金） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月16日（土） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月17日（日） 11月1日（月） 11月5日（金） 11月16日（火） 12月16日（木）

10月18日（月） 11月2日（火） 11月8日（月） 11月17日（水） 12月17日（金）

10月19日（火） 11月4日（木） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月20日（水） 11月4日（木） 11月9日（火） 11月18日（木） 12月18日（土）

10月21日（木） 11月5日（金） 11月10日（水） 11月19日（金） 12月19日（日）

10月22日（金） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月23日（土） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月24日（日） 11月8日（月） 11月11日（木） 11月22日（月） 12月22日（水）

10月25日（月） 11月9日（火） 11月12日（金） 11月24日（水） 12月24日（金）

10月26日（火） 11月10日（水） 11月15日（月） 11月25日（木） 12月25日（土）

10月27日（水） 11月11日（木） 11月16日（火） 11月26日（金） 12月26日（日）

10月28日（木） 11月12日（金） 11月17日（水） 11月29日（月） 12月29日（水）

10月29日（金） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

10月30日（土） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

10月31日（日） 11月15日（月） 11月18日（木） 11月30日（火） 12月30日（木）

11月1日（月） 11月16日（火） 11月19日（金） 12月1日（水） 12月31日（金）

11月2日（火） 11月17日（水） 11月22日（月） 12月2日（木） 1月1日（土）

11月3日（水） 11月18日（木） 11月24日（水） 12月3日（金） 1月2日（日）

11月4日（木） 11月19日（金） 11月25日（木） 12月6日（月） 1月5日（水）

11月5日（金） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月6日（土） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月7日（日） 11月22日（月） 11月26日（金） 12月7日（火） 1月6日（木）

11月8日（月） 11月24日（水） 11月29日（月） 12月8日（水） 1月7日（金）

11月9日（火） 11月24日（水） 11月29日（月） 12月8日（水） 1月7日（金）

11月10日（水） 11月25日（木） 11月30日（火） 12月9日（木） 1月8日（土）

11月11日（木） 11月26日（金） 12月1日（水） 12月10日（金） 1月9日（日）

11月12日（金） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月13日（土） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月14日（日） 11月29日（月） 12月2日（木） 12月13日（月） 1月12日（水）

11月15日（月） 11月30日（火） 12月3日（金） 12月14日（火） 1月13日（木）

11月16日（火） 12月1日（水） 12月6日（月） 12月15日（水） 1月14日（金）

11月17日（水） 12月2日（木） 12月7日（火） 12月16日（木） 1月15日（土）

11月18日（木） 12月3日（金） 12月8日（水） 12月17日（金） 1月16日（日）

11月19日（金） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月20日（土） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月21日（日） 12月6日（月） 12月9日（木） 12月20日（月） 1月19日（水）

11月22日（月） 12月7日（火） 12月10日（金） 12月21日（火） 1月20日（木）

11月23日（火） 12月8日（水） 12月13日（月） 12月22日（水） 1月21日（金）

11月24日（水） 12月9日（木） 12月14日（火） 12月23日（木） 1月22日（土）

11月25日（木） 12月10日（金） 12月15日（水） 12月24日（金） 1月23日（日）

11月26日（金） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月27日（土） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月28日（日） 12月13日（月） 12月16日（木） 12月27日（月） 1月26日（水）

11月29日（月） 12月14日（火） 12月17日（金） 12月28日（火） 1月27日（木）



参考

令和３年度　答申要旨の公示から発効までの流れ（最短の場合のモデル）

１　地域別最低賃金について

　⑴　異議の申出に係る審議がなく、かつ、異議申出締切日の翌開庁日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

【例】 8/5（木） 8/20（金） 8/23（月） 8/24（火） 8/25（水） 8/26（木） 8/27（金） 8/30（月） 8/31（火） 9/1（水） 10/1（金）

　⑵ア　異議の申出に係る審議があり、異議締切日の翌開庁日に異議の申出に係る審議が開催され、同日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

異議の申出
に係る審議

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

【例】 8/5（木） 8/20（金） 8/23（月） 8/24（火） 8/25（水） 8/26（木） 8/27（金） 8/30（月） 8/31（火） 9/1（水） 10/1（金）

　⑵イ　異議の申出に係る審議があり、異議締切日の翌開庁日に異議の申出に係る審議が開催され、同日の午後２時過ぎから翌開庁日の午後２時までの間に官報公示文を本省に送付した場合

省　内
決　裁

官　総
持　込

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

【例】 8/5（木） 8/20（金） 8/23（月） 8/24（火） 8/25（水） 8/26（木） 8/27（金） 8/30（月） 8/31（火） 9/1（水） 9/2（木） 10/2（土）

2日
答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

印刷局
入　稿

1日

答申要旨
の公示

異　議
締　切

印刷局
入　稿

1日 2日

3日 4日 5日
官　報
公　示

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

印刷局
入　稿

3日 4日 5日
官　報
公　示

発　効

発　効

異議の申出
に係る審議

1日 2日 3日 4日 5日
官　報
公　示

15日※ 30日

15日※ 30日

15日※ 30日

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条



２　特定最低賃金について

　⑴　異議の申出に係る審議がなく、かつ、異議申出締切日の翌開庁日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

【例】 10/1（金） 10/18（月） 10/19（火） 10/20（水） 10/21（木） 10/22（金） 10/25（月） 10/26（火） 10/27（水） 10/28（木） 10/29（金） 11/1（月） 12/1（水）

　⑵ア　異議の申出に係る審議があり、異議の申出に係る審議が異議締切日の翌開庁日に開催され、同日の午後２時までに官報公示文を本省に送付した場合

異議の申出
に係る審議

公示文
報　告

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

【例】 10/1（金） 10/18（月） 10/19（火） 10/20（水） 10/21（木） 10/22（金） 10/25（月） 10/26（火） 10/27（水） 10/28（木） 10/29（金） 11/1（月） 12/1（水）

　⑵イ　異議の申出に係る審議があり、異議の申出に係る審議が異議締切日の翌開庁日に開催され、同日の午後２時過ぎから翌開庁日の午後２時までの間に官報公示文を本省に送付した場合

1日 2日 3日 4日 5日

開庁日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

【例】 10/1（金） 10/18（月） 10/19（火） 10/20（水） 10/21（木） 10/22（金） 10/25（月） 10/26（火） 10/27（水） 10/28（木） 10/29（金） 11/1（月） 11/2（火） 12/2（木）

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

1日 2日 発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

官　報
公　示

3日 4日 5日
官　報
公　示

発　効

異議の申出
に係る審議

発　効

答申要旨
の公示

異　議
締　切

公示文
報　告

省　内
決　裁

官　総
持　込

印刷局
入　稿

官　報
公　示

1日 2日 3日 4日 5日

15日※ 30日

15日※ 30日

15日※ 30日

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条

※ 異議の申出期間の末日が

休日に当たるときは、休日

の翌日をもって期限とみな

す。

行政機関の休日に関する

法律第2条



 

第２回 兵庫県最低賃金審議会小委員会報告書 

 

開催日時 令和３年３月 10 日 10 時 00 分～30 分 

出席状況 

公益を代表する委員 出席３人 定数３人 

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人 

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人 

主要議題 

（１） 特定（産業別）最低賃金改正申出の意向確認について 
（２） 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者

数について 
（３） 最低賃金の周知広報の状況について 
（４） 次年度の実地視察等について 
（５）その他 

議 事 内 容 

 

１ 2 月 26 日に、労側から次年度の特定最低賃金について、繊維工業と各種商品小売

業を除く７件の特定最低賃金についての金額改定について申し出を行う予定である

との意向表明があったことを報告した。 

 

２ 特定（産業別）最低賃金設定業種の適用使用者数及び適用労働者数及び最低賃金の

周知広報の状況について事務局から説明を行った。 

 

３ 事務局から、令和２年度の最低賃金の周知広報の状況について説明を行った。 

 

４ 令和３年度の実地視察について、地域別最賃対象事業場から２業種、そして特定最

賃適用業種の自動車小売業の計３業種を実地視察対象として計画をすることを説明

した。 

 

５ その他、次年度の特定最低賃金の審議の進め方については５月に開催予定の第１回

目の本審において、小委員会の設置等を検討の上、継続して協議することとされた。 

 

 

 

 

 



 １ 

令和３年度 兵庫地方最低賃金審議会による実地視察及び意見聴取について（案）  

１ 実地視察 

（１）実地視察対象事業場の選定基準 

ア 地域別最低賃金の適用を受ける業種 

イ 基礎調査において最低賃金の引上げによる影響率が高い業種 

     ウ 有期雇用労働者（パート、アルバイト）の割合が高い事業場 

エ 中小企業の事業場（概ね１００人未満） 

 

（２）令和３年度実地視察事業場（案） 

     

 （３）実施時期 

    令和３年７月８日（木）～同月９日（金） 

 

２ 意見聴取 

（１）令和３年度意見聴取事業場（案） 

業       種 

塗料製造業 

輸送用機械器具製造業 

計量器等製造業 

  

（２）実施時期 

   令和３年７月 16日（金） 

 

最低賃

金の別 
業  種 事   業   種   類 地 域 

地
域
別 

洗濯、理容、 

美容業 

クリーニング業、リネンサプライ業、理容店、

美容室 等 

阪神 or 

播磨 

食料品等製造

業 

肉・乳製品、水産加工品、農業保存食料品、酒

類、調味料、麺類、飲料、パン・菓子製造 等 

県北・淡路

or 播磨 

小売業 
食料品、衣料品、家具・建具、文房具、書

籍、燃料、新聞販売 等 

阪神 or 

播磨 

特
定 

自動車小売 中古車販売業、カー用品販売業 

県北・淡路 

or 播磨 

全県下 


